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第12 回 大会「凶悪犯罪被害者の叫び」
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　参加者アンケートから
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　第12 回大会で代表幹事に選任されました。
　全国犯罪被害者の会（あすの会）は2000 年１月に
発会しまして、14 年目を迎えました。その間、犯罪被
害者等の権利確立のために岡村勲弁護士が先頭に立
ち、全国50 ヶ所での街頭署名活動、２度の海外調査、
マスコミの協力による犯罪被害者の立場の国民の
方々への広報活動、関係各界への働きかけ等を、世間
の心ある人々の温かいご支援により、展開してまい
りました。その結果、犯罪被害者等の憲法とも言うべ
き ｢犯罪被害者等基本法｣の成立、その施策の ｢犯罪
被害者等基本計画｣が生まれました。犯罪被害者等が
｢忘れられた人々｣「証拠品」から一個の存在として認
められ、法廷の中に入ることができるようにもなりま

した。我々被害者の働きかけにより、大きな変革がも
たらされました。
　そしてこの度、林 代表幹事からその座を引き継ぐ
ことになりました。本来であれば、「あすの会」発足時
からの役員が就任することが適当かもしれません
が、諸般の事情により私がその任に当たることになり
ました。林 代表幹事には、引き続き代表幹事代行とし
ての活動をお願いし、新たに渡邉保 副代表幹事を選
任して、当会発会時の残された目的である被害回復
制度－「経済補償制度」－の成立、拡充をはじめ、我々
犯罪被害者等を取り巻く環境の改善のために、努力
して参ります。今後ともご指導、ご鞭撻、ご支援の程
よろしくお願い申し上げます。

　この度、あすの会代表幹事を退任いたしました。
　私は、２年前に岡村前代表幹事のあとを引き継ぎ、
この間を第11 回大会決議に基づき活動してまいりま
した。中でも「生活保障型」の被害者補償制度の創設
には力を入れてきました。事件により障害を持つこと
になった妻をはじめとする被害者のために一生懸命
に取り組んできました。しかし、生活するためには私
自身が仕事もしなければなりませんし、東京と大阪と
いう距離も遠く、もどかしさを感じました。このまま
では被害者の権利確立のための活動に支障を来す、

中途半端のままになってしまうとの思いから、志半ば
でございますが、今回代表職を辞すことにいたしま
した。
　今後は、松村新代表のもと、改めて一丸となって被
害者の権利確立に向かってあすの会は進んで行くこ
とになります。私は、引き続き代表幹事代行として努
力してまいります。
　代表幹事在任中は公私ともにご厚情を賜りありが
とうございました。どうぞ皆様、今後ともよろしくお
願い申し上げます。

退任のご挨拶

代表幹事　松村 恒夫

前代表幹事　林　良平

代表幹事就任のご挨拶
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第12 回大会で代表幹事に松村氏選任
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